
認定取得や会計に悩むNPOと専門家をつなぐサービスをはじめます。

東 京 都 新 し い 公 共 支 援 事 業

公認会計士・税理士の皆様へ

東日本大震災以降、社会の様々な問題に取り組む 「NPO」 に多くの関心が集まっています。
しかし、NPO法人で、税務や会計の実務経験がある職員のいる団体は多くありません。

そのため、制度の理解不足、申請にかける時間・労力不足が原因で、
社会的に意味・意義のある活動を行っているにも関わらず、

認定NPO法人に申請することができない（つまり税制優遇を受けられない）団体も多く見られます。

東京ボランティア・市民活動センター（TVAC）は、認定NPO法人の取得等を支援する事業を進め
ています。その一環として、公認会計士や税理士の皆様の協力を得て、優れた能力を持つ専門家を
NPO法人に派遣し、認定NPO法人の取得や会計能力の向上をサポートすることを通して

市民活動を活性化させることを目的に、専門家個別指導派遣事業を行います。

本事業は、東京都の新しい公共支援事業の助成を受けて実施しています。

① 認定NPO法人の取得申請に関すること ② NPO法人会計に関すること

NPO法人の認定取得申請、会計に関する
専門家個別指導派遣のご案内
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個別派遣登録いただいている
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＊効率的に相談・指導を進めるため、事務局が事前アンケート及びヒアリングを行って各NPO法人が抱えている課題を明確にし、そこで
　得られた情報を専門家に伝えます。専門家はそれらの事前情報をもとに実地での相談を進めます。

■ 相談内容：

今こそ、公認会計士・税理士の皆様のお力が必要です！

専門家がNPO法人に出向き、上記に関わる相談を受け、個々の団体の状況に合わせた指導を行います。

※なお申込情報は、受付後、TVACから業務委託を受けた、NPO法人シーズ市民活動を支える制度をつくる会（ヒアリング、派遣調整、謝金支払等
　の事務局を担当）と共有させていただきます。

※ご記入いただいた個人情報は東京ボランティア・市民活動センターにおいて適切に管理し、認定取得支援情報の提供等に利用させて頂きます。
　個人情報の取り扱いに関する方針はセンターのホームページ（http://www.tvac.or.jp）をご覧ください。



個別指導派遣の流れ 概要・申込方法

■ 実施期間：

■ 派遣日時：

■ 相談時間：

2012 年 9 月下旬～2013 年 3 月

■ 謝 金 等：
相談 1 時間あたり5,000 円 × 相談時間　+  交通費実費

すべての曜日の 10 時～18 時

1 団体あたり（原則として）最長で 6 時間 

■ 派遣対象：

■ 登録方法：

認定NPO法人の取得、会計能力の向上（NPO法人会計基準の導入など）を
目指すNPO法人

東京ボランティア・市民活動センター（TVAC）

① 「登録申込書」の提出

② 相談内容のヒアリング（事務局が行います）

③ 派遣する専門家、日時等の決定

④ 専門家による訪問 → 相談

⑤ 「相談報告書」等の提出 （次回相談がある場合→再度②へ）

例えば、全体で 4時間＝2時間×2日に分けて実施など、事務局（※シーズ）がスケジュール調整を行います。

対象団体の大半は、TVAC等がこれまで開催してきたNPO法人向けセミナー等を受講した団体
であり、そのうち専門家による個別指導派遣を希望する東京都内（島しょ除く）のNPO法人です。

＊なお、顧問の専門家がいる団体には原則として派遣いたしません。

※申込書ダウンロードはこちらから（本事業ウェブサイト）
http://www.tvac.or.jp/newpublic/nintei/▶▶▶

本事業の枠組みで、専門家として個別指導派遣に協力を希望される方は、
本案内裏表紙 登録申込書 の記載項目をすべてご記入いただき、
下記【提出先】まで FAX もしくは メール にてご提出ください。

メールの場合は、件名を「専門家個別指導派遣の登録申込み」とし、申込書※を添付
してお送りください。

Word版

【登録申込書の提出先】

Eメール：FAX： もしくは

NPO法人シーズ・市民活動を支える制度をつくる会【報告書・請求書の提出先】

Eメールの場合：

郵 送 の 場 合： 事業概要
申込み

報告について

実際の
派遣調整等に
ついて

TEL：03-3235-1171 ／ FAX：03-3235-0050 ／ Eメール：nintei@tvac.or.jp

東京ボランティア・市民活動センター（TVAC） 認定NPO法人取得等支援事業係
〒162-0823　新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ10F   【休館日】月曜日・祝日・年末年始

TEL：03-3221-7151 ／ FAX：03-3221-7152 ／ Eメール：npoweb@abelia.ocn.ne.jp

NPO法人シーズ・市民活動を支える制度をつくる会
〒102-0075　東京都千代田区三番町24-25　三番町ＴＹプラザ 3Ｆ　【定休日】土曜日・日曜日・祝日・年末年始

連絡・お問い合わせ先

派遣が決定した専門家は、（原則として）2名一組で相談場所を訪問し、NPO法人の相談を受けます。

申込～派遣日まで

派遣日当日

派遣日後の手続き

本通知（裏表紙）が登録申込書になります。詳細は、右ページ「登録方法」をご覧ください。

派遣を希望するNPOに対し、事務局（※シーズ）が事前にアンケート及びヒアリングを行います。
（相談希望日時、場所 および 当日、効率的に相談を進められるようNPOが抱えている問題について）
いただいた情報は、事前にご担当の専門家へお伝えします。

NPO法人からの希望（日時、相談場所等）と、専門家からの希望とを事務局（※シーズ）で照合いたします。
その後、事務局（※シーズ）が派遣候補となる専門家複数名と連絡・調整を行い、派遣する専門家を決定
いたします。合わせて、派遣先のNPO法人の団体情報、相談内容、同行する専門家の連絡先等について、
お知らせいたします。

相談終了後、「NPO相談の経験が豊富な専門家（上述）」を中心に相談報告書（登録者には後日様式を送付）
を作成し、相談後3日以内に事務局（※シーズ）までご提出ください。
また、派遣に参加いただいた専門家は、各自で当該月の派遣回数分の謝金と交通費の請求書（登録者に
は後日様式を送付）を、各月の末日までに事務局（※シーズ）までご提出ください。（詳細は右ページ）

※事務局の体制について……本事業の事務局は、東京ボランティア・市民活動センター（TVAC）と
　ＴＶＡＣから業務委託を受けたNPO法人シーズ市民活動を支える制度をつくる会（シーズ）が担い
　ます。申込受付の窓口等はTVAC、ヒアリング等はシーズが行う形で事務局機能を分担いたします。

＊相談が継続となった場合、次回予定や相談内容の確認のため、事務局（※シーズ）よりご連絡いたします（②へ）。
　継続相談となった場合、原則として同じ専門家を派遣するよう調整します。ただし、多数の専門家の方にご登録
　いただいた場合は、同じ方を続けて派遣できない場合もございます。予め、ご了承ください。

上記謝金と交通費の請求書（登録者に後日様式を送付）を、各月の末日までに事務局（※シーズ）まで
ご提出ください。（交通費は、事務所もしくは自宅の最寄駅やバス停を始点・終点とし、相談場所までの
往復にかかった費用をご請求ください。）毎月10日を目安に、指定の銀行口座に前月分の謝金と
交通費を振り込みます。年末に源泉徴収票をお送りします。

＊但し、6時間を過ぎてもあと1～2時間あれば適正に認定申請できる等の目処がついている場合、
　多少の時間超過は可とします。なお、派遣に際してNPO法人側に費用負担はありません。

１名は、本事業にすでに関わってきた「NPO法人の相談業務経験が豊富な専門家」です。NPO法人との相談業務
はこの専門家を中心に行います。「今回登録いただいた専門家」の方は、そのサポート役として同行していただき
ます。派遣場所（相談場所）は、原則として、派遣先NPO法人の事務所（会計書類等の揃っている場所）とします。

本事業の枠組みでNPO法人の相談を受けた専門家（今回登録）の方には、下記の通りお支払いします。

＊申込受付後、1週間以内に、ＴＶＡＣより受付完了通知をお送りいたします。

〒102-0075  東京都千代田区三番町24-25  三番町ＴＹプラザ 3Ｆ




